
＊　

従
来
の
税
制
検
討
は
、
実
権
を
持
た
な
い
政
府
税
調
が
抽
象
論
を
書
き
、

自
民
党
税
調
が
個
別
税
目
に
つ
い
て
密
室
で
決
定
し
て
き
た
。
租
税
特
別
措

置
を
は
じ
め
利
害
関
係
者
は
党
税
調
と
結
び
つ
い
て
、
取
引
を
含
め
影
響
力

を
行
使
し
て
き
た
。

　
　

こ
れ
に
対
し
、
新
政
権
は
政
府
税
調
に
一
元
化
し
て
、
そ
の
討
論
を
公
開

す
る
こ
と
と
し
た
（
配
布
資
料
・
議
事
録
と
も
速
や
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
公
開
さ
れ
て
い
る
）
。
透
明
で
あ
る
分
論
争
が
外
部
に
明
ら
か
と
な
り
、

混
乱
と
映
る
側
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
。
一
〇
月
八

日
の
第
一
回
以
降
一
二
月
一
五
日
の
第
二
二
回
ま
で
極
め
て
精
力
的
に
開

催
・
議
論
さ
れ
て
い
る
。

＊　

来
年
度
予
算
編
成
の
前
提
と
な
る
平
成
二
二
年
度
税
制
改
革
大
綱
の
検
討

を
先
行
し
、
年
内
予
算
編
成
の
前
提
作
り
の
た
め
集
中
討
議
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

＊　

大
綱
決
定
後
に
中
長
期
的
税
制
改
革
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年

一
月
に
専
門
家
委
員
会
を
設
置
し
て
中
長
期
的
税
制
改
革
方
針
の
助
言
を
受

け
て
税
調
議
論
に
持
ち
込
む
方
針
と
伝
え
ら
れ
る
。
前
政
権
か
ら
引
き
継
い

だ
財
政
構
造
は
、
公
債
残
高
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
が
敗
戦
直
後
に
匹
敵
す
る
高
さ

に
達
し
て
お
り
、
単
年
度
歳
入
で
は
公
債
発
行
額
が
税
収
を
上
回
る
状
況
に

あ
る
。
他
方
小
泉
政
権
が
切
り
捨
て
て
き
た
適
切
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
積
極

的
社
会
保
障
を
展
開
す
る
た
め
に
は
大
き
な
財
源
を
必
要
と
し
て
い
る
。
中

長
期
課
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
社
会
保
障
充
実
の
必
要
額
を
明
示
す
る
と

共
に
、
そ
れ
を
確
保
す
る
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
率
直
な
討
論
と
国
民
へ

の
呼
び
か
け
が
不
可
欠
で
あ
る
。

＊　

地
公
退
は
退
職
者
連
合
と
と
も
に
政
府
・
与
党
に
対
し
て
重
点
要
求
「
所

得
税
の
公
的
年
金
控
除
を
一
二
〇
万
円
か
ら
一
四
〇
万
円
に
復
元
」
「
六
五

歳
以
上
の
老
年
者
控
除
五
〇
万
円
を
復
活
」
（
こ
の
二
件
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

記
載
）
「
介
護
費
用
の
所
得
税
控
除
拡
充
」
な
ど
を
二
〇
一
〇
年
度
改
正
で

実
現
す
る
よ
う
要
請
し
て
き
た
。

　
　

一
二
月
四
日
開
催
の
第
一
九
回
税
調
で
提
起
さ
れ
た

取
り
ま
と
め
方

向

で
は
、
「
（
二
〇
一
一
年
度
改
正
で
取
り
組
む
）
配
偶
者
控
除
見
直

し
・
今
後
検
討
す
る
年
金
制
度
改
革
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
二
〇
一
三
年
ま

で
に
法
改
正
と
記
載
）
の
内
容
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
」
と
し
て
お
り
、
こ

の
方
向
で
決
定
す
れ
ば
要
求
の
実
現
は
先
送
り
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

一
一
月
三
〇
日
に
第
一
回
が
開
催
さ
れ
た
改
革
会
議
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

表
明
し
て
い
る
「
年
齢
に
よ
る
区
分
を
作
ら
な
い
新
制
度
を
作
る
な
ど
六
項
目

の
考
え
方
に
基
づ
き
、
二
〇
一
一
年
度
中
に
現
行
制
度
を
廃
止
・
新
制
度
発
足

の
関
連
法
成
立
、
二
〇
一
三
年
度
新
制
度
移
行
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
現
行
制
度

の
経
過
措
置
維
持
・
手
直
し
」
と
い
う
枠
組
み
で
進
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

退
職
者
連
合
は
、
即
時
廃
止
を
要
求
し
て
運
動
し
て
き
た
が
、
「
後
期
高
齢
者

 

一
．
税
制

：

政
府
税
制
調
査
会

 

二
．
高
齢
者
医
療
制
度

：

高
齢
者
医
療
制
度

 　

改
革
会
議

医
療
制
度
廃
止
＝
老
人
保
健
法
復
元
・
周
知
・
施
行
」
「
新
制
度
検
討
・
法
成

立
・
周
知
・
施
行
」
の
二
過
程
よ
り
後
段
の
一
過
程
の
み
の
ほ
う
が
合
理
的
か

つ
時
間
短
縮
に
な
る
と
判
断
し
て
、
厚
労
省
が
示
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
前
提

に
対
処
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

委
員
と
し
て
参
加
す
る
退
連
の
阿
部
事
務
局
長
は
当
面
次
の
主
張
を
も
っ
て

臨
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

退
連
の
主
張
（
第
一
次
）

　

①　

公
的
保
険
に
よ
る
国
民
皆
保
険
制
度
の
維
持

　

②　

応
能
負
担
を
原
則
と
し
、
必
要
な
医
療
給
付
を
保
障

　

③　

事
業
主
負
担
は
現
状
を
下
回
ら
な
い

　

④　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
廃
止
、
国
保
な
ど
と
地
域
保
険
と
し
て
一
元

化
を
め
ざ
す

　

た
だ
、
改
革
会
議
の
構
成
は
利
害
関
係
者
が
勢
揃
い
し
て
お
り
、
現
行
制
度

を
作
る
ま
で
の
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
が
強
硬
に
自
分
の
主
張
を
展
開
し
て
き
た
経

過
が
あ
り
、
一
致
し
た
出
口
に
到
達
す
る
に
は
困
難
も
予
想
さ
れ
る
。

＊　

年
金
に
つ
い
て
は
ま
ず
二
〇
一
〇
年
一
月
に
年
金
機
構
が
発
足
す
る
。
並

行
し
て
記
録
問
題
に
集
中
対
処
す
る
予
定
だ
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
い
う
二

年
間
で
は
解
決
し
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
地
公
退
は
社
会
保
険
庁
職
員

の
分
限
解
雇
反
対
、
記
録
問
題
の
早
期
解
決
を
主
張
し
て
い
る
。

＊　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
か
れ
た
「
一
元
的
で
公
平
な
年
金
制
度
」
を
具
体
化

す
る
制
度
の
あ
り
方
＝
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
の
統
合
を
ど
う
す
る
か
、
基

礎
年
金
の
税
方
式
化
・
最
低
保
障
年
金
、
被
用
者
年
金
一
元
化
を
ど
う
す
る

か
な
ど
は
、
二
〇
一
三
年
ま
で
に
法
制
化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
地
公
退
は

基
礎
年
金
税
方
式
化
に
反
対
、
制
度
の
大
幅
改
革
は
慎
重
に
、
追
加
費
用
削

減
議
論
の
再
燃
反
対
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。

＊　

二
〇
一
〇
年
度
の
年
金
額
は
、
例
年
の
日
程
で
あ
れ
ば
一
月
二
九
日

（
二
六
日
の
属
す
る
週
の
金
曜
）
に
公
表
さ
れ
る
消
費
者
物
価
指
数
と
あ
わ

せ
て
発
表
さ
れ
る
見
通
し
。
デ
フ
レ
が
伝
え
ら
れ
る
中
で
消
費
者
物
価
の
動

向
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

介
護
保
険
に
関
す
る
見
直
し
は
医
療
・
障
害
者
施
策
と
関
連
し
て
進
行
す
る
。

二
〇
一
〇
年
は
法
付
則
が
求
め
る
介
護
制
度
見
直
し
の
年
に
当
た
る
が
、
財
政

的
裏
づ
け
は
二
〇
一
二
年
に
介
護
報
酬
改
定
・
処
遇
改
善
交
付
金
の
継
承
策
・

診
療
報
酬
改
定
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
制
度
見
直
し
の
施
行
は
一
二

年
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

連
合
・
地
公
退
が
主
張
し
て
き
た
被
保
険
者
の
範
囲
拡
大
は
、
隣
接
す
る
障

害
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て
現
行
法
廃
止
・
新
法
制
定
・
一
部
負
担
金
応
能
化

の
方
向
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
介
護
保
険
一
部
負
担
金
が
一
割

の
ま
ま
で
あ
れ
ば
両
制
度
は
重
ね
ら
れ
な
い
構
造
に
な
る
。

　

障
害
者
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
二
月
八
日
の
閣
議
で
障
害
者
制
度
改
革
推

 

三
．
年　

金

 

四
．
介
護
保
険
・
障
害
者
制
度

鳩
山
政
権
と
地
公
退
課
題

鳩
山
政
権
と
地
公
退
課
題

　

鳩
山
政
権
は
前
政
権
の
負
の
遺
産
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
一
つ
ず
つ
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
。

　

多
く
の
課
題
や
場
面
が
あ
る
が
、
地
公
退
が
関
心
を
持
つ
テ
ー
マ
の
見
通
し
・
動
向
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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進
本
部
（
鳩
山

本
部
長
）
、
実

務
検
討
を
担
う

当
事
者
参
加
に

よ
る
障
害
者
制

度
改
革
推
進
会

議
（
仮
）
の
設

置
方
針
を
決
定

し
、
前
記
の
新

法
制
定
を
含
め

て
一
〇
～
一
五

年
の
五
年
間
障

害
者
制
度
改
革

に
集
中
的
に
取

り
組
む
と
し
た
。

　

地

公

退

は

一
〇
年
が
介
護

制
度
見
直
し
の

年
に
当
た
る
こ

と
を
念
頭
に
多

く
の
要
求
を
掲

げ
て
い
る
。

　

政
権
交
代
を
選
択
し
た
市
民
は
、
新
政
権
・
与
党
と
の
間
で
旧
政
権
の
手
法

と
は
異
な
る
円
滑
で
実
効
性
の
あ
る
意
思
疎
通
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
た
め

の
ル
ー
ル
作
り
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
民
主
党
は
一
一
月
二
日
「
分
権
型
陳

情
へ
の
改
革
」
を
決
め
、
市
民
・
団
体
と
民

主
党
・
政
府
と
の
意
思
疎
通
の
作
法
と
し
た
。

自
民
党
と
官
僚
・
業
界
の
癒
着
構
造
排
除
、

陳
情
団
の
霞
ヶ
関
詣
で
・
集
権
的
官
治
型
風

景
の
解
消
が
期
待
さ
れ
る
。

　

他
方
、
分
権
型
へ
の
改
革
は
決
定
権
が
身

近
な
自
治
体
に
分
権
さ
れ
る
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
中
央
で
の
決
定
構
造
が
変

わ
ら
な
い
ま
ま
窓
口
を
地
域
化
す
る
だ
け
に

と
ど
ま
れ
ば
、
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
化
に
終
わ

る
危
惧
が
あ
る
。
ま
た
各
地
域
で
陳
情
を
受

け
る
議
員
・
党
組
織
は
党
本
部
に
伝
達
す
る

の
み
で
自
ら
省
庁
と
意
見
交
換
す
る
実
質
的

仕
組
み
を
欠
け
ば
、
不
満
が
た
ま
り
や
す
い
。

党
本
部
幹
事
長
室
は
膨
大
な
量
と
質
と
沿
革

を
持
つ
陳
情
を
さ
ば
き
き
れ
ず
、
つ
ま
り
を

起
こ
す
危
惧
が
あ
る
。
革
新
自
治
体
の
経
験

に
照
ら
せ
ば
、
専
門
的
力
量
・
情
報
を
蓄
積

し
て
き
た
行
政
職
員
を
市
民
本
位
で
活
躍
す

る
よ
う
意
識
改
革
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
、
こ
れ
を
欠
け
ば
政
務
三
役
や
幹
事

 

五
．
分
権
型
陳
情
へ
の
改
革

介護保険制度改定見通しと関連事項

年 介護制度
介護事業
計　　画

介護報酬
自　立
支援法

診療報酬
高齢者
医　療

00 施　行 改　定

01

02 改　定

03 見直し１ △2.3％ 基本方針

04 改　定

05 ５年見直し 改革大綱

06 改正施行 見直し２ △2.4％ 改正施行 改　定 法案可決

07

08 改　定
施行・
塩川委

09
被保険者拡
大目途挫折

見直し３ ＋３％

３年見直し
挫折・新政
権で「改革
推進本部」
設置方針

新 政 権 で
｢改革会議｣
設置

10 10年見直し 改　定 年末まとめ

11 法案成立

12 改正施行？ 見直し４ 改　定 新法？ 改　定

13 新制度施行

＊　

介

護

制

度

：

法
付
則
第
二
条
に
五
年
後
見
直
し
、
改
正
付
則

第
四
条
に
施
行
一
〇
年
後
の
見
直
し
を
規
定
。

＊　

介
護
事
業
計
画

：

五
年
一
期
、
三
年
毎
見
直
し
。

＊　

介

護

報

酬

：

三
年
毎
改
定
。

＊　

介
護
従
事
者
処
遇
改
善
交
付
金

：

次
期
介
護
報
酬
改
定
前
一
二
年

三
月
ま
で
措
置
、
そ
の
後
の
継
続
は
表
明
さ
れ
て
い
る
が
方
法

は
未
定
。
一
二
年
四
月
か
ら
継
承
制
度
。

※　

自
立
支
援
法

：

施
行
後
三
年
見
直
し
の
定
め
、
〇
九
年
に
当
た
る
。

〇
九
年
は
介
護
保
険
の
被
保
険
者
を
若
年
ま
で
拡
大
す
る
課
題
の
検

討
目
途
と
重
な
っ
て
い
た
が
、
共
に
挫
折
し
た
。

　
　

新
政
権
は
公
約
に
基
づ
く
自
立
支
援
法
廃
止
、
応
益
（
一
割
）
負

担
か
ら
応
能
負
担
へ
の
転
換
を
含
む
新
法
「
障
害
者
総
合
福
祉
法

（
仮
）
」
制
定
を
進
め
る
こ
と
な
ど
の
た
め
に
首
相
が
本
部
長
の
障

害
者
制
度
改
革
推
進
本
部
と
当
事
者
に
よ
る
障
害
者
制
度
改
革
推
進

会
議
の
設
置
を
閣
議
決
定
。

　
　

「
介
護
保
険
の
一
割
負
担
」
と
「
障
害
者
応
能
負
担
」
の
違
い
は

介
護
被
保
険
者
拡
大
に
影
響
。

※　

診
療
報
酬

：

二
年
毎
改
定
。

こ
れ
ら
諸
要
素
が
重
な
る
の
は
二
〇
一
二
年
。
→
介
護
保
険
の

制
度
改
定
は
一
〇
～
一
一
年
に
集
中
検
討
し
一
二
年
施
行
を
目

指
す
こ
と
に
な
る
か
？

※　

「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
」
の
新
制
度
創
設
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

：

〇
九
・
一
一
、
改
革
会
議
設
置
、
一
〇
・
夏
、
中
間
と
り
ま

と
め
、
一
〇
・
年
末
、
最
終
ま
と
め
、
一
一
・
一
、
法
案
提
出
、

一
一
・
春
、
法
案
成
立
、
一
三
・
四
、
新
制
度
施
行
を
目
指
す
と
し

て
お
り
、
二
〇
一
二
年
と
は
重
な
ら
な
い
。

陳情・行事案内対応の流れ

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

省
庁
政
務
三
役

各
省
担
当
副
幹
事
長

高嶋筆頭副幹事長細野副幹事長

幹事長室

内　　閣

選挙対策委員会
国会対策委員会
(各委員会筆頭理事等)

組 織 委 員 会

県連・地方組織

企業団体対策委員会

各種中央団体

地
方
団
体

地
方
議
員

地
方
企
業

国
会
議
員

：陳情ルート

：報告・返答ルート

2009.11.02

　

退
職
者
連
合
は
七
月
一
七
日
に
前
日
の
第
一
三
回
総
会
で
決
定
し
た
対
政
府
要
求
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
を
通
じ
て
申
し
入

れ
た
。
し
か
し
、
新
政
権
・
与
党
と
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
一
二
月
三
日
に
民
主
党
に
対
し
て
そ
の
実

現
方
を
要
請
し
た
。

　

民
主
党
側
は
右
記
の
「
分
権
型
陳
情
」
ル
ー
ル
の
一
環
と
し
て
、
厚
生
労
働
担
当
副
幹
事
長　

青
木
愛
衆
議
院
議
員
が
対
応

し
た
。
政
府
税
調
の
来
年
度
予
算
に
関
連
す
る
議
論
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
と
し
て
年
金
課
税
問
題
・
高
齢
者
医
療

制
度
を
と
り
あ
げ
て
要
請
し
た
。
青
木
副
幹
事
長
は
要
請
内
容
を
幹
事
長
室
に
反
映
し
て
政
府
に
対
応
す
る
と
答
え
た
。

　

こ
の
後
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
も
申
し
入
れ
を
予
定
し
て
い
る
（
会
見
は
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
物
理
的
に
厚
生
労
働
省

側
の
時
間
が
と
れ
ず
実
施
が
延
び
た
）
。

長
室
が
支
え
き
れ
な
い
荷
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
政
権
の
下
で
も
市
民
や
団
体
は
そ
の
支
持
す
る
政
党
の

い
か
ん
を
問
わ
ず
政
府
に
意
見
反
映
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。

　

ひ
と
ま
ず
新
た
な
作
法
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
な

が
ら
真
に
分
権
を
す
す
め
、
「
政
官
業
癒
着
」
構
造
を
打
破
し
、
市
民
主
権
の

ル
ー
ル
が
さ
ら
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

退
職
者
連
合
、
民
主
党
に
要
請

退
職
者
連
合
、
民
主
党
に
要
請
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